
険契約者保 について
損害保険会社が破綻したら、加入している保蹟契約はどうなるのでしょう?

損害保隙契約者保護機構は、

破綻した損害保障会社の

保険契約を繍償します。

-本パンフレyトは、平成18年4月時点の制度をもとに損害保険契約書保護機捕力可Tう補償の概要を解説しています.

・本制度は平成18年4月に改正古れましたが、それ以前に保険期間が開始している保リ検契約についても、 この制度

が適用古れることになります.

※と加入中の保険契約が引受保険金社の破綻時1<:どのよう草補償内容と怒るか等については、 E契約されている

損害保陵会社または損密保険代理庖1;:t::照会くだ古い。

損害保険契約者保護機構
Non-life Insurance Policy-holders Protection Corporatio円ofJapa円

損書保犠契約者保護機構l乱 損害保険会社が経曽磁綻した場合に、磁粧損害保験会社白保険契約者等を保護し、もって保険業に対する信頼

性を維持することを目的として、保険業法に基づき平成10年12月に当時の大震大臣の認可を受けて設立古れた法人です。

損害保犠契約者保護機構には、日本園内において損害保険業を営む免許を受けた損害保険会社がすべて加入してお口、加入損害保険金社の

補償対象契約の保険契約者等が補償の対鼠となDます。

※再保晴毘的のみ、船主等賞E保険関駒田みに係る業務を包む保険会社は.損害保険契約者保護峨織に怯加入しておりま甘ん.



保険契約者が、個人・小規模法人・マンション管理組合
損害保険契約者保護機構による補償の対象となります。
[ただし、下表中、女印の保険は保険契約者を問わす補償の対象となります。]

目補償割合は保険契約毎に
異なります

自賠責保娘、 家計地震保険 * 

賠償責任保障‘動麓統合保晴、海上

保瞬、軍送保険、 信用保階、労働者

災奮槍圃置任保障花王ど

短期傷害同特定淘旅回

年金払型積立傷害保険回 *

財産形成貯奮傷容保険
確定鑓出年金偏書保険

- ー
その他の疾病・傷害保険

保険金支払い 解約返戻金・
満期返戻金鉱ど

補償割合100%

檀鍵自量3か月聞は
保院盆奄金田支払

【補償割曾100%)

3か月経過後l孟
補償割合80%

補償割合 80%

.， 
補償割合自0%

•• 繍償割合 90% .， 
補償割合 90%

積立型保険の場合‘橋立

部分は80%と主主ります.

{注)上""ま噛契約の区分俗 主契釣{轟本町=普通保亀集約叡)の保険金支払.自こ従うことに忽ります.

議 1r/J‘娘繊j!:仇jと，.盈..崎において常備使用する従祭司又，.，.

崎動拐する・'"の訟が20人以下の次の浪人《浪人でた率い社団叉，.

財団で"担醤又，.憧歪人の，'"め均あるも岬を含みます}をいい続す.

①白本法人

②その日，.における自気概叉，... 務所を過じて係拡眼約が舗縞され

ている窃合の係団i玄人

返，rマンジョン管理組合jと，.温物の区分所有弓に関する洛....，

段目隠白雪換に規定Tる包惨であコて 主として住居としての用途に

侠Tる慢砲事寄の置理を行うためのものをいいます.

治3-405r短周燭・Jと俗、いわゆる燭奮侵検で保険期間1年以内の保

険契約がL察当します.r符定漕旅』 とは いわゆる海外旅行偏密保

検が額当します.r年金払型積立・・保険Jとはいわゆる毎金仏

碕立個図書僚師会のまとんど/j包当します.い守れも 契約締随時に符

う告知・現に慢餓状険 ζ関するものが~i't\16し曜験実閣に限られ

る害対象と'Jるための象符がありますのでご這怠ください.

百五 . r高予定利率契約』 にE妥当する宿舎，. 補償割合が'0%;、合追加

で引下げられます.r高予定制事契約Jと，. その保理史料 賀径四際

機金日の男出の混礎となる予定率l用が。 il震情から湖コて過釜5""ι

基調R刺寧(平向~lB王手 4 月筒点で 1<l 3%) を"に超えていた保険実的

をいいます(保険期聞が5年を越えるらの あるい隠契約内密航司

条件のま~5'"を超えて白星躍寂されているものか対象と忽ります).

1追加引下げ後@補慣割合@侠}

[!け関支)90Q泊ー(予定利率-~~利彦)X5霊草分 x 1/2で求おられ

た幅と怒ります.

〔酎寓伊】予定事j率5%盆2・OJ耳障，%の包含 '0%ー (5%-3 ~叫

x5空手分xln=縄包割合'"め〈鈴漬寧が下買です〉

主主1)r火災隙却U汲び Iその他の禍奮保喚jにτ比、て‘保蛾濃町賓が個人

小.. 服淫人 マンシヂパ、~似の{以下「個人宵」とし弘、雰す〉以外

の密であっても その健保険者でMる個人軍事'"その俣額料を実質剛ζ

負担すべきこととされている保険提約のうち、当陵管室保険衝に係る.. 
分にコ刻いて~ 上位補償の対象と悠りまT.

浅"破.. 保険金伐の園町E決況によりよ'"籾伎町舎をよ盟る凋慣が可儀でお
る唱会にt志、当... 防護紋況に応じた禍恨割合による"何そ受げること

がでをます.
注目いわゆる鈴満質約W少傾廼閣僚険視省の号慢げた保険史釣惨 刻富保

倹契約醤".慣例の縄債の対段と臥忽O~tさん.

「破綻後3か月聞は保険金を金額支払」ってどういうこと?

r-保眼 約輔鵬柵が髄蜘を行うととによっτ、蹴保限会社l草、鵬後
3か月聞に生じた事践について、保蹟金の金額支払いを継続で苦るというととです

破綻揮険金社
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-鍋密保険契約者保隆織備は、白星h'担保険 火災

保険砿どの保険契約について 保険金祉が阪銀し

た窃合であっても 磁震後3か月間に生じた保険

事故に係る保険盆が令敵支払われるよう鋪れいます.

・金額支払いの対織と怒る保険契約は主里旦三二

ジ@湿りです 〈保険契約者が侵入小織凪主人

マンション芭理腐食であるものに限る細菌合があり

ます}のでご注思ください

・破綻前に生じた保険寧飽についても金額支払い

が行われます.

-e保険金考の支製品い

」隷 富司
目 棚酬が開聞に概された絹仇間関輔醐刷、磁雌

3D月聞に生じた事蹟について、保陵盆の金額支払い老舗慌します
健闘約 三 ・鍋害保険鮒糊糊蜘醐鯛制の保・ー・・暗 闇 保険契約書 険契約の輔朝受け入れる教育保険会社が現

・圃 企 れる場合に"聞社への資金媛助酎ラいます.

- 11 I@保険金等@ ζのことによって 健鍍保険金祉の保険契約が円

•• I 支払い 滑に引き継が明るようにします.

開審 」ー→ l一一...J .醐制刊の閣に移晴間刷る場合であコ

~L~~~ !:":";I ・一一一--， ても その!UlI'::~じる保扱事制ζ係る保険金 S全
l 救済保険金社 l 。EF蜘 """AIi'N?¥;;D;T.... 醐盆蜘 額支…aと閉ます・

・・圃・F白噌岨 損害保隙契約書憧檀栂構

・保障金の全商茸払いが補償されている問、[従前と問水準の慌障を鰻持するため)田躍曙障会牲に陣慣提拘の解闘を

申し出て.憎の保険会社と新揖の担制を幅四ことが可能です

目救済保険会社が現れ蜘場合、損害保険契約者保護機構が、
破綻保険金祉の保隙契約を引き継ぎます

ヰh:
-執i1i保険会社が現れなかった場合に降、繍畜保険

契約者保wo軍備が樋健保険会社の保険契約を引

き継ぎ保険契約の躯銃を函ります(全ての保

険契約が引を継ぎの対象と芯Dます1.
〈禍害保険契約者保!lll!!により子会社として盟

立された保際会社が、磁緩保険金祉の保険深約

を引を継ぐ方滋もあります〉

犠その磁救潟保険会社が現れたとを隠禍害保

険契約者保橿擁網目手当陵会社に鈎レ、保険契約

を・:1き継ぐことがおります.

破綻探険会社

損事偉晴契約書蝿霞檀柵
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保隙契約の移転等の際、保験料等の算定基礎と怠る基礎率(予定利率等)の変更を行ったり、阜期解約

控除制度を設ける可能性もあります。

このような場合、損害保険契約者保護機構による補償 (80%や90%)があっても、当該補償割合を下回

る保険金・返戻金しか受け5れZ互い可能性があります。

予定利率の変更{引下げ)

過去に高い予定利率が付されていた積立保険等は、破綻時の市中金利を参考に予定利率が見直されます。この場合、実際の満

期返戻金等は、契約時に約定した満期返戻金等に補償割合を乗じた額をさらに下回るととになります。

満期返戻盆を支払うために
積立てBれるべき金額

保険始期

磁綻保険会社の
資産の状態

早期解約控除の適用
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i t誼旋保険会社の資産の状況は本来積み
立てられるべき金額を下回っていると
考えられます。損害保険契約者保種機
構は補償割合に応じて資産の不足を
補てんします。

"予定利率が変更されながった場合は
補償割合相当の満期劃戻金が支払われ
ます。(図の新満期返戻主①)

ili予定利率が引き下げられた場合は、補
償都合を下回る満期返戻童しか支払わ
れません。{図の新満期返戻童②)

-年金払積立傷害保険や介護(費用)保険等の再加入が難しい可能性がある保険契約は継続されるととが前提と怠っています。

との趣旨に反して早期に解約される保険契約の解約返戻金等|立、破綻時か5一定期間、一定の控除力可ラわれる場合があります。

この場合、実際の解約返戻金等|立、契約時に約定した解約返戻金等に補償割合を乗じた額を下回ることになります。

・補償割合80%の保険契約(該当契約については見聞きページ左側表を参照ください)には、早期解約控除は適用されません。

このパンフレットに関するお問い合わせ先

損害保険契約者保護機構事務局
干101-8335東京都千代田区神田淡路町2丁目日番地損保会館

TEL.03-3255-1635 
URL http://www.sonpohogo.or.jp/ 

旧軍 火災胃上保険相互全社の慌険契約に関する自問い合わせにコ苦ましてIt.
下記にお願いします。(土日祝日および年末年始の一定自在酷く 9:3日-17:00)

鍋害保険契約者保護機構力スタマーセンター
ヲJーダイヤI~ 0120・557-543

損害保険契約者保護機構管理本部
〒171.0014東京郡J:1凪E池袋2丁目40醤13号池袋デユーブqレックスピズ目指

TEL.03-5953・0752


